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この「通信」は、9 ⽉ 14 ⽇に⾏われた「⿅折まちづくりサロン」と「⿅折まちづくり協議会の定例会」の内容を、
⿅折地区に住む住⺠の⽅々や被災して、地元を離れて暮らす⽅々に知っていただくため、発⾏しています。

2013 年
9月 14 日
開催分

「⿅折地区まちづくり協議会 定例会」
　2013 年 9 月 14 日に鹿折まちづくり協議会定例定例会が

鹿折公民館で開催されました。

　はじめに会長から開会の挨拶がおこなわれました。その後

アドバイザーである、野崎隆一氏から 8 月 25 日と９月 14

日におこなった「まちづくりサロン」で議論された内容につ

いて、報告していただきました。続いて、かもめ部会から活

動の近況報告がおこなわれました。

　まちづくり協議会の事務局からは、宮城県から「みやぎ地

域復興支援助成金」の交付決定の報告がおこなわれました。

　会の後半では、鹿折地区全体に関する復興計画（三陸道整

備、防災集団移転、大島架橋へのアクセス道等）を踏まえた、

まちづくりグランドビジョンの作成・計画について話し合わ

れた。最後に副会長から、閉会の言葉をいただき、当日の会

を終了しました。

■日　時　2013 年 9月 14 日（日）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 00 分

■参加者　21 名

鹿折まちづくり協議会役員   9 名

市議会議員　2名

アドバイザー 　1名

オブザーバー     8 名

協議会事務局員　1名

■場　所　鹿折公民館

■主　催　鹿折まちづくり協議会 

　

「⿅折まちづくりサロンの概要」

　2013 年 9 月 14 日に鹿折まちづくり協議会の事務所にて、

まちづくりサロンを開催しました。

　当日は、気仙沼市役所の職員（1名）に参加していただき、

鹿折地区の土地区画整理事業の「換地」に関する説明をして

いただきました。その後、鹿折地区住民が現在抱えている不

安や疑問等に対して、気仙沼市都市計画課が回答し、また、

アドバイザーが市からの回答の補足説明をおこないました。

　参加された住民の方々からは、換地よって、それぞれの土

地の形状や場所・価格がどのように決定されているのかが気

がかり事項として多く挙がった。その他にも、住宅再建の時

期や災害公営住宅の計画等について不安・疑問が出された。

　

「かもめ部会」からの報告

・新しい商店街のイメージづくりを進めている。
・仮換地計画が UR から提⽰され、個々の商店（地権者）の換地計画
  を持ち寄ったが、⼗分な集約換地が⾏われていなかった。
・18 ⽇に UR と都市計画課とで協議する予定
・グループ補助⾦の説明会を 10 ⽉第１週⽬に開催する予定である。
・⼟地区画整理地内で、仮設店舗を営業している移転問題について、
  出来るだけ多くの店舗を集約してもらえるように市役所（商⼯課）へ要望中

・活動資⾦の確保はできつつある。今後は、運営体制の確⽴と地域住⺠（若者）の
  まちづくりへの参加が重要になってくる。

・アドバイザーの⼤学からまちなみビジョンの提案を来⽉の定例会で提⽰してもらいたい。

・まちなみビジョンについては、UR との調整が必要になってくる。
  また、提案される内容について、まちの計画・提案範囲を明確にしておきたい。
  ( 三陸道を含む、道路網の位置づけなど、中⼼地だけでない⿅折の全体計画が必要 )

・三陸道や⼤島架橋事業の進捗状況をまちづくり協議会・地区振興協議会内で
  情報共有するため、⾏政から説明をしてもらいたい。

・防潮堤の⾼さ（5m）は⽰されているが、詳細な位置や形状は⽰されていない。
   防潮堤の計画についての現在の情報を知っておきたい。

・UR からの仮換地の個別説明会での対応について、個別記録（議事録）を
  取っているのに、   地権者本⼈に記録しているものをもらえないのはおかしい。

→⼟地区画審議委員会から UR へ記録（議事録）を頂くことができないか、確認してもらう。

・⽔道事業所跡地の活⽤について、地域にとって重要な場所なので、
  ⽔道事業所以外の⼟地利⽤が考えられないのか今後、協議していきたい。

・まちづくり協議会の活動・運営を継続的におこなうために、
  宮城県の「みやぎ地域復興⽀援助成⾦」を申請し、交付が決定した。

・まちづくり協議会の定例会・サロン運営・部会活動の資⾦等や先進地視察費⽤
  を計上できるように申請をおこなった。

事務局から助成金の交付について報告

今後の協議会の進め方と協議内容

鹿折まちづくり協議会　定例会

当日の定例会では、かもめ部会とまちづくり協議会の事務局からの報告、
今後の協議会での議論すべき内容をまとめました。以下に掲載いたします。

■日　時　2013 年 9月 14 日（日）

　　　　　10 時 00 分～ 12 時 00 分

■参加者　14 名

地域住民　６名

市役所職員（都市計画課）　1名

　　　　　アドバイザー 　 1 名

オブザーバー     6 名

■場　所　鹿折まちづくり協議会事務所

■主　催　鹿折まちづくり協議会

・次回のまちづくりサロンのテーマは、まちなみビジョンの提案が発表され、
  それをもとに意⾒交換を⾏う予定。（開催⽇時は 10 ⽉ 20 ⽇午前 10 時〜）



９月14日　まちづくりサロン

Q1：仮換地とは？
A1：あくまでも「仮」の案。住⺠からの要望等で変更はできるが、
他の地権者の意⾒とのすり合わせが必要となる。基本は現位置換地の計画している。

Q2：本換地とは？
A2：換地計画が審議会にて承認され、引き渡しが⾏われる段階。
  （換地計画→換地処分→換地処分決定（計画が有効）→引き渡し）

Q3：家が建てられる時期は？
A3：換地の引き渡しがされた段階から。
 ・エリアによって異なるが、早いところで平成 25 年度中の災害公営住宅等。
 ・宅地は概ね、26 年 4 ⽉以降となる⾒込み。

Q4：仮換地素案の段階では良い⼟地が充てられていたが、本当に実現するのか？
A4：10 ⽉ 18 ⽇まで UR の個別相談を実施しているので
   UR に個別相談にいってもらえれば確認できる。（要電話予約）

Q5：仮換地の通知がきたが、現位置換地ではなかった。
A5：換地については UR に相談

Q6：⿅折⼩へのアクセスも不便。⼦どもの通学路としてきちんと整備してほしい   
       が、道路計画はもう変更は出来ないのか？震災前の利便性が失われている。
A6：区域内の⼩さな道（路地等）は仮換地が決まってから検討予定である。

当日、まちづくりサロンに参加された住民の皆さんから、鹿折地区に関する復興計画の「疑問」、「不安」のことが挙げられました。以下に、質疑応答をまとめたものを掲載いたします。

３　２　

当日の話し合いの内容

その他の復興計画に関する気がかりなこと

Q7：道路の計画は決定なのか？
A7：公共施設、インフラ等は都市計画決定されたので⼤きくは変更できない。

Q8：増歩とは何か？
A8：増し換地（⼟地が増える）のこと。住前の⼟地と換地後の⼟地について、
   区画整理の⼟地評価基準や路線価などの評価（⼀概に⾦額ではない）を
     ⽐較し、 場合によっては、換地後の⼟地が以前より⼤きくなる。

Q11：お⾦を出してでもいいので、減歩部分を返してもらうことは可能か？
A11：できなくはないが、限りなく難しい。今は希望として意⾒し続けるしかない。

Q12：どのくらいの⼈が⿅折に帰ってくるのか？離れたいと⾔う声が多い
A12：市のアンケート調査では 2 割の⽅が戻ってくると回答しているが、
        このままいくと 1 割にも満たない可能性もある。 新しい⼈を呼び込める
        ようなまちづくりが求められる。

Q13：今は仮設住宅に住んでいるが、災害公営住宅に⼊ってから、
         換地先に移ることはできるのか？
A13：災害公営住宅整備課に問い合わせてみてください。

Q14：災害危険区域の買い上げは平成 27 年 11 ⽉までと聞いているが？
A14：指定された区域は、原則として新しく住居を建てることはできないが、
        ⼀定の基準をクリアすれば住むことは可能になるが。

・なかなか全ての⼈の希望を叶えるのは難しいが、住前と同じような⽣活環境に
  なるように換地計画を進めている。（もとの位置でない場合はできるだけ近くに換地予定）

・被災したが危険区域の指定から外れた。⼟地を売りたいが、
  税の優遇措置などの検討をしてほしい（譲渡所得税が 20%）

・防潮堤を⾼くすることで、津波が奥地まで登っていくのではないか⼼配している。

・岩⼿、福島は医療費の補助があるのに宮城県はなくなったのか？

・公共施設は⿅折の中⼼にできると聞いているが、道路は碁盤⽬状のつくってほしい。  
  避難のことや使いやすさ等を考慮してほしい。
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